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浄化槽をお使いの皆様へ

月　 日発行

単独処理浄化槽と合併処理浄化槽の違い

※〇は処理できるもの、×は処理できないものを表
　しています。

単独処理
浄  化  槽
合併処理
浄  化  槽

トイレ

〇

〇

台所排水

×

〇

洗濯水

×

〇

風　呂

×

〇

　浄化槽は、微生物などの働きを利用して生活排
水をきれいにする装置です。そのため、浄化槽の
機能を十分に発揮させるには、定期的な維持管理
（保守点検・清掃）と法定検査が必要であり、法律
により実施が義務付けられています。
　適正な維持管理と法定検査を行い、浄化槽を正
しく使っていただくようご協力をお願いします。
■保守点検
　保守点検業者（※）が浄化槽内の機器、送風機や
タイマーなどの点検調査を行います。
　また、消毒剤を定期的に補充し、放流先が不衛
生にならないようにするのも重要な作業です。10
人槽以下の家庭用浄化槽の場合、３～４か月に１
回行う必要があります。
※県に登録されている保守点検業者に委託してく
　ださい。
■清掃
　浄化槽内に溜まった汚泥などを抜き取ります。
年に１回以上（全ば
っ気方式は６か月に
１回以上）行う必要
があります。町の許
可を受けた下記の清
掃業者に委託してく
ださい。
〇（有）城北企業（水戸市袴塚１－７－21）
　☎029－231－5762
〇（有）桂クリーンセンター（城里町阿波山1124－１）
　☎029－289－2177

■法定検査
　浄化槽の保守点検・清掃
がきちんと行われ、きれい
な水が放流されているかを
検査します。
　最初の検査は、浄化槽を
使い始めてから３～８か月
の間に１回、その後は毎年１回実施します。
　法定検査は、県指定検査機関である（公社）茨城
県水質保全協会（☎029－291－4004）にお申し込
みください。
■単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換に
　ついて
　単独処理浄化槽は、トイレからの汚水のみを処
理し、台所やお風呂からの生活雑排水はそのまま
放流しています。生活雑排水も併せて処理できる
合併処理浄化槽に転換することで、放流する汚れ
の量を８分の１に減らすことができます。

　浄化槽の設置には補助金が交付されます（単独処
理浄化槽から合併処理浄化槽への転換には、新規
設置の場合よりも増額になります）。身近な水環境
の保全のため、単独処理浄化槽から合併処理浄化
槽への転換をお願いいたします。
問合せ　下水道課　☎029－288－7377（直通）

編集・発行/まちづくり戦略課 151 No.154

役場本庁舎北側　スダジイ広場
第２回 しろさとマルシェ開催

　町の木「スダジイ」を囲むように模擬店が並
び、食べ物や手作り雑貨の販売等が行われまし
た。次回は、２月10日に開催される予定です。
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自動車税減免申請の出張窓口
を開設します

知っていますか？建退共制度

建退共 検索

城里町消費生活センター
（城里町役場本庁舎 ２階  まちづくり戦略課内）
☎029－288－3111（内線226）　　  　　　
相談日：月・水・金曜日  午前９時～午後４時

※消費生活センターの出前講座をご希望の団体は
　下記までご連絡ください。費用は無料です。

～クレジットカード利用時の　
　　　　　注意事項について～
～クレジットカード利用時の　
　　　　　注意事項について～
＜事　例＞  利用明細書は必ず確認しましょう！
　クレジットカード会社から「口座残高不足」の
案内が届いた。あわてて利用明細書を確認した
ところ、20万円以上の請求があり、ほとんど心
当たりがない請求だった。あらためて、以前届
いた明細書を見直してみると、約１年間で合計
60万円ほどの利用した覚えのない請求があった。
不正利用ではないかと思う。明細書を確認して
いなかった非は認めるが、どうにかならないか。
　　　　　　　　　　　　　（70歳代、男性）
＜ひとこと助言＞　
①クレジットカード会社の調査等により、第三
　者による不正利用だったことが分かる場合も
　あります。
②利用明細書は、必ず定期的に確認することが
　大切です。クレジットカードを利用した際に、
　受け取った伝票等と突き合わせて確認しまし
　ょう。利用した覚えのない請求書があったら、
　早急にクレジットカード会社にその旨を連絡
　しましょう。
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　県では、障害者手帳（身体障害者手帳、精神障害
者保健福祉手帳、療育手帳、戦傷病者手帳）の交付
を受けていて、等級が一定の条件を満たしている
方のために使用する自動車（本人または同一生計者
が所有）の自動車税と自動車取得税を減免する制度
を設けています。
　出張窓口を下記の日程で開設しますので、ぜひ
ご利用ください。なお、水戸県税事務所では、年
間を通じて申請を受け付けています。
日　時　２月20日（火）
　　　　午前10時～正午、午後１時～４時
場　所　城里町役場本庁舎　１階　相談室
持参するもの　減免の要件により、手続きに必要
　な書類が異なります。事前に水戸県税事務所へ
　連絡し、必要書類を必ずご確認ください。
※新たに車を取得したときは、登録日から30日以
　内に、水戸県税事務所自動車税分室で申請をし
　てください。
※軽自動車税の減免申請は、４月２日以降に、城
　里町役場税務課で申請してください。
問合せ　水戸県税事務所　収税第一課
　　　　☎029－221－6605

　建退共制度は、中小企業退職金共済法に基き、
建設現場労働者の福祉の増進と建設業を営む中小
企業の振興を目的として、設立された退職金制度
です。
　この制度は、事業主の方々が、労働者の働いた
日数に応じて掛金となる共済証紙を共済手帳に貼
り、その労働者が建設業界で働くことをやめたと
きに建退共から退職金を支払うという、いわば建
設業界全体での退職金制度です。
加入できる事業主　建設業を営む方
対象となる労働者　建設業の現場で働く人
掛　金　日額310円
特　徴
・全国の制度なので安全、確実、申し込み手続き
　は簡単です。
・経営事項審査で加点評価の対象となります。
・掛金の一部を国が助成します。
・掛金は、事業主負担となりますが、法人は損金、

　個人では必要経費として扱われ、税法上全額非
　課税となります。
・事業主が代わっても、退職金は企業間を通算し
　て計算されます。
建退共から事業主の皆さまへのお願い
・共済証紙は、労働者の就労日数に応じて適正に
　貼付してください。
・「建設業退職金共済手帳」を所持している労働者
　が、建設業界を引退するときは、忘れずに退職
　金を請求するよう指導してください。
※詳しくは、機構のホームページをご覧ください。

問合せ　独立行政法人　勤労者退職金共済機構
　　　　茨城支部　☎029－225－0095



問合せ  財務課（詳しくは城里町ホームページ内「入札・契約情報」をご覧ください）
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入札結果（12月分）

工　　事　　名 場  　所 落　 札 　者 予定価格(税抜) 落札金額(税抜)

  上青山・
  下青山地内

  平成29年度 商店街灯撤去工事（３工区）   城里町内 4,080,000円

  平成29年度 商店街灯撤去工事（２工区）   城里町内 4,130,000円

  平成29年度 商店街灯撤去工事（１工区）

  平成29年度 島家住宅周辺境界測量業務

  城里町内 4,200,000円

  (株)キムラ伊豆営業所  平成29年度 環境センター クレーン設備
  補修工事   環境センター 2,050,000円 1,950,000円

  (有)大竹建設工業  平成28年度 町単道改第８号 町道0211･
  2038号線道路改良工事 40,000,000円 39,750,000円

  (株)常陸建設工業

  (株)三橋電機

  平成29年度 町単道改第５号 町道1535
  号線道路新設工事
  平成28年度 町単道改第９号 町道2039･
  2040･2041号線排水整備工事

  石塚地内 9,490,000円 9,400,000円

  上古内地内 2,160,000円

  常北建設工業(株)

  城北測量設計(株)

  城北測量設計(株)

  下青山地内 6,670,000円 6,550,000円

6,500,000円

2,000,000円

4,070,000円

4,000,000円

3,960,000円

  (有)東海組

  (有)チカラ電設

  平成28年度 防安交道維第５号 町道1081
  号線通学路整備工事   石塚地内

  下古内地内

17,230,000円 17,000,000円

  常北建設工業(株)

  カトウギ電気

  平成29年度 道改委託第８号 町道1432
  号線測量設計業務   上入野地内 6,880,000円

  平成29年度 町単道改第６号 町道0111
  号線道路改良工事 15,400,000円 15,200,000円

  城北測量設計(株)

  (株)コイデ水戸事務所

  平成29年度 道改委託第７号 町道2050号
  線用地測量及び交差点詳細設計業務   上青山地内 6,660,000円 6,300,000円

  平成29年度 国補公下（委託）第１号那珂
  西地区管渠詳細設計業務   那珂西地内 8,460,000円 7,610,000円

  (有)東匠設計事務所  平成29年度 城里町ふれあいの里電気設
  備現況調査及び改修工事実施設計業務   上入野地内 2,940,000円 2,850,000円

平成29・30年度  城里町入札参加資格審査申請（追加受付）について

茨城県土木部監理課建設業グループ 検索

　平成29・30年度城里町入札参加資格審査申請の追加受付を行います。
　平成30年６月１日から翌年５月31日までの期間中に行われる入札に参加を希望される方は、以下の
方法で申請書類を提出してください。

対 象 工 種 建設工事、建設コンサルタント業務
建設工事・建設コンサルタント 役務・物品

受 付 方 法

受 付 方 法

茨城県共同受付センターで受付

資 料 の
配 布 方 法

申 請 先
問 合 せ

茨城県ホームページから申請様式をダウン
ロードしてください。

役務の提供等、物品の製造・販売等
城里町役場で受付

受 付 期 間 ３月５日（月）～９日（金）〔当日消印有効〕

城里町ホームページから申請様式をダウン
ロードしてください。
　http://www.town.shirosato.lg.jp/

県土木部監理課 建設業グループ共同受付センター
（〒310－8555　水戸市笠原町978－6）
☎029－301－4334

城里町役場　財務課　管財グループ
（〒311－4391　城里町石塚1428－25）
☎029－288－3111（内線236）

インターネットによる電子申請、
または郵送（簡易書留）

郵送（簡易書留）のみ　
※受付処理用として、送付先の宛名を明記
　した「返信用はがき」または「82円切手を
　貼った返信用封筒」を同封してください。
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▷城里町くらしの会 様
　ホロルのたまご売り上げの一部を預託
▷常北女性会 様
　ホロルのたまご売り上げの一部を預託
▷大山寺檀信徒ゴルフ会 様
　地域福祉向上に
▷昭和30年度七会中学校同窓会 様
　地域福祉向上に
▷城里町宗次郎オカリナを聴く会 様
　宗次郎ホロルコンサート2017
　益金の一部を預託
▷杉山みち子 様
▷水戸ヤクルト販売株式会社 様
▷匿名

オレンジカフェを開催します

県央地域はつらつ百人委員会
第16回　はつらつ文化祭

福祉のお仕事就職相談会

　県内の福祉施設・事業所と就職を希望している
方との個別相談や、茨城県福祉人材センター相談
員による就職相談などを実施します。
日　時　２月12日（月・振休）　午後１時～３時
　　　　（受付：午後０時30分から）
場　所　フェリヴェールサンシャイン
　　　　（水戸市白梅２－３－86）
対象者　福祉の職場に関心のある方や就職を希望
　する方
※参加費無料、事前申し込み不要です。
※詳細については、下記の問合せ先にお問い合わ
　せいただくか、ホームページをご覧ください。
問合せ　茨城県福祉人材センター
　　　　（茨城県社会福祉協議会内）
　　　　☎029－244－4544
　　　　　http://www.ibaraki-welfare.or.jp/

　県央地域高齢者はつらつ百人委員会では、高齢
者の日頃の生涯学習活動の成果を発表する場とし
て、委員とその仲間が集う作品展示と演芸発表会
等を開催します。なお、入場料は無料です。
日　時　２月３日（土）   午前10時～午後５時
　　　　２月４日（日）   午前10時～午後３時30分
場　所　県総合福祉会館（水戸市千波町1918）
問合せ　長寿応援課　
　　　　☎029－288－3111（内線150）

　城里町では、認知症の方や、その家族に対する
支援として、下記の事業所とともに「オレンジカフ
ェ」を開催しています。
　認知症の方やその家族、地域住民、専門職など、
誰でも参加できます。お気軽にご参加ください。
日　時　２月17日（土）　午後１時～３時
場　所　フロイデ総合在宅サポートセンター城里内
　カフェ・インスブルック（城里町石塚481－1）
内　容　談話や作業活動等
定　員　10名程度（電話でお申し込みください）
参加費　お茶代300円、作業材料代200円
申込先・問合せ　
　フロイデ総合在宅サポートセンター城里　
　☎029－255－7666

　　
10,000円

　
10,000円

　
11,048円

　
18,424円

　
　

30,000円
野菜

ベンチ２台
手編みマフラー　50本

国民年金保険料は
口座振替がお得です

問合せ　健康保険課
　　　　☎029－288－3111（内線607）
　　　　水戸南年金事務所（国民年金課）
　　　　☎029－227－3278

　国民年金保険料の納付には、口座振替がご
利用いただけます。
　口座振替には、現金納付よりも割引額が大
きい前納制度（６か月、１年、２年）と、月々50
円割引となる早割制度があります。
　口座振替をご希望の方は、納付書または年
金手帳と、通帳、金融機関の届出印をご持参
のうえ、ご希望の金融機関または水戸年金事
務所で手続きをしてください。
※口座振替の申し込みには、基礎年金番号の
　記入が必要です。基礎年金番号は、年金手
　帳や日本年金機構からの郵送物等でご確認
　ください。
※手続きには、金融機関届出印の押印が必要
　です。金融機関届出印や口座名義人氏名に
　誤りがあると、手続きが間に合わない場合
　がありますのでご注意ください。
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